
様式第1号(第1両)

一般労働者派遣事業

厚　生　労　働　大　臣　　段

(日本工業規格A列4 )

※許可番号 ��

･冨可有効卵還年朋p 僖霾�?｢��

許　　　　　　可

申蔚者

申請書

年　　月　　　日

f･

監護韻の規定によ｡
'∵ーI_-WTJ　･許可有効期冊更新　　もTPf71''dT ''

申請者(法人にあっては役員を含む.I)紘.労働者韓遭事菜の遭正な運営の確保及び沢遣労働者の就業条件の整備等
に関する法律第6粂各号(歯大にあっては第1号から第5号まで)のいずれにも蔵当せず.同法第36条の克定により選
任する耗塵元重任着払未成年者に該当せず.かう.同法第6粂第1号から粛4号までのいずれにも荻当しないことを
誓解します.

労働者浜遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の藍債等に関する法律

下記のとおり　璽コ中丸馳せ空　を申請します.
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3役員の氏名､役名及び住所(法人の場合) 
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様式第1号(第2両) (日本工業規格A列4)

4-般労働者耗遭事業を行う事業所に関する事項 

①事業所の名称(ふりがな) 刧A事業所の所在地 

L二=≡- 凵ｧ臼■l■F)_._山 ･,孤.ふii.i一-Sit-品-.-..---.-.--一一.-T-=.i..i岩石-..t..I.,●一.--lI.一一.-.一一.一一-.-.----. 一一 

､弼--jl I+､一 I � 
TT一一一Lt)j■嶋- 

③派遣元責任者の氏名､職名及び住所 

氏名(ふりがな) ��Ykﾂ�住所 仍Xﾖﾂ�
■一l■lー_■ .■■■■-■■･...｣__ �8�G竟�ﾙnﾉ�ﾂ�..｢市!■T.~1-1--III｢.J咋rJ..I.- ��
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⑳特定製造業務への労働者韓童の実施の有無 剽L⑳ 

愈酪考.後軸耳或膚糾喝 �"�耳耳耳耳耳耳耳耳��ﾂ�

※ - 

①事業所の名称(ふりがな) 刧A事業所の所在地､ 
〒() ()- 

③派遣元責任者の氏名,壌名及び住所 

氏名(ふりがな) ��Ykﾂ�住所:√ 儖Xﾖﾂ�

/ �� 

■一■●.●-■■● 

⑳特定製造業務への労働者韓蓮の実施の有無 剽L`無 

⑤備考 i 

※ 

5.許可年月日 剩N月日I6膚可番号l 

7事業開始予定年月日 勍各年巧月L日J 

その他畢亀名山~~一一~電郷 劍���x6x��6r�
T+. ■ 



(日本工業規格A列4)

式第1号(第3両)

載要領

1託印櫛には､記載しないこと｡

2　許可を申請するとき臥表題中及び第1面上方の囁可有効期間更新Jの文字並びに第1

面上方の囁10条第2軌の文字を抹消すること｡この場合には､ 5欄及び6欄には記載し

ないこと｡

3　許可の有効期間め更新を申請するときは､表題中及び第1両上方のr許可jの文字並びに

第1両上方のr第5条第1項｣の文字を抹消すること｡この場合に結､ 7欄には記載しない

こと｡

4　許可の有効期間の更新を申請する場合臥　3掬の記載は賓しないこと｡

5　第1面上方の申請者欄には､氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)を記名押

印又は署名のいずれかによ.り記載すること｡

6　4細には､申請者が一般労働者派遣事業を行おうとする事業所を全て記載すること｡

7　4欄の⑳は､該当する文字を0で囲むこと｡なお､ r有Jの場合に臥製造業務専門棟遣

元責任者として選任する者について､ 4瑞の⑳ r備考J額に0印を記載すること｡

8　4桶の⑤には､派遣元費任者が練達元責任看護習を受課した年月日及び場所を記載するこ

と｡

9　その他の桶に､許可の申請又は許可の有効期間の更新の申請に係る担当者の氏名､職名及

び連絡先を記載すること｡

10　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行

規則第1条の2夢4項の規定により添付事寮を省略する場合臥その他の額にその旨を記載

すること｡

11収入印続は､申請書の正本にのみはり､消印をしないこと｡

12　所定の欄に記載し得ないときは､別紋に記載して添付すること｡

I



様式第3号(第1両)

l　　事業所の名称

2　　計画対象期間

一般労働者派遣事業

3　　派遣労働者雇用等計画

計画書

(日本工業規格A列4 )

東根牡

車乾雷年*月●日から●年義郎■日まで

①練達労働者の敷く人) ��ﾙw��ｹw�┼:ﾘ�"�g ��ﾙw�ﾍ冽�┼:ﾘ�"�決､�,ﾉ┼:ﾘ�"�jo(20) 

②慧望慧賢蓋槻会保険の �����厚生年金 �)┼:ﾙ]ｸﾊ�Hｷﾂ�.hII一一一I撃】 

4　　労働者派遣計画

労働者派遣の役務の提供 ⑳孟孟夏諾諾霊芸詣 する料金 ����ｹ&闔b�■南開丸 兌ﾘｼ�4�,���ﾃ��?｢ヨ鳧ｭB笙9b�+ﾘ.�,ﾈｧ｢ﾒ�竰��#�����冷�

◎番外練達の予定の有無 冲ﾈｫB�当選｢箪-痛ILL 鹿亀) 

③持挿命令の系統 唏ﾄI�ﾂ�

㌔..一t.I 

⑳誓莞署住着の掛代行 亳��ﾞx*ﾙ<X�8ﾛ�ｮ(�凛8､�/xｷ��刧�.芸誓裏誓従 �5 

5　　練達労働者等教育訓練計画

(I)教育訓練に用いる施設､設備等の概要

率紅雪藤を抑ユタ胤知念漁師鞠)

脚数育訓練に係る責任者の氏名

山崎曳.輿
(3)教育訓練計画の内容

Q) 教育訓練の 種類 �2����ｸ�"�⑳ 莱 施 チ 定 人' 負 (人) 亂ﾂ兩ｹd���H搨�施主体 刧� ･実施予定 期間 ���F位ﾙ┐�:ﾘ�(,ﾂ�N��X停�_�,ﾉtﾂ�k2�備 考 

O∫一 ��ﾂ��6rﾔ･B�派遣元. 事業主 ��ﾈ,ﾈｻ2��xﾅ��ｲ�ｴ�ｭX-b�,ﾈｽY�R�その他 

(貸金支給の状況) 

新規鰯鶴 へ机剖硬. 4- g品質呼痩 ･額海亀 儷阡�B���9G2�+��20. ��� ��� ��ヰ'h 与れ Li虹 ～ 冲ﾉo｢� 

傘無給 

禦ぎi 俯)Iｲ�Vh仰�2ST 飛� ��� �� 冲ﾈu2� 

傘無給 

I �� �� �� �� 冲ﾉk2� 

有給､無給 



様式第3号(第2両)

ユ

6　事業所の床面積(ml)　嶋,嶋解

7　　資産等の状況

(日本工業規格A列4)

区分 刮ｿ額(円) 乖ywb�

資 産■ 俘�ｾ�騅�ｾ��7�&粨ﾉｩZ��+ｸ,ﾉ�ﾂ�ﾇb� ��

負債- 佗b� ��

&　　株主の状況

氏名又は名称 傀ｩtﾈｩH��B�割合(%). 
一一_ 1 1ー■'~,,-㍗ ��ﾕ��������ｸ����������自?ｧ籘"�sl9■ ･ー 

一d■■■■一一●_ 2 �ｨ����耳耳爾�臥 

｢ 3 �ｨ����������ﾄﾄﾅ���′¢ 

~■■■勺ー~~-ー●●~~｢■■ ��ｸ��������蒔ZZR鶻��ｺ"�

一一____一一- 4 �ｨ��������粐褸耳耳�����ｲ�"ﾔ��8 

Tー --山-一一＼い... 5 ��i 

その他の株主(2名) �ｨ耳����������ﾈ耳��������ﾒ粲R褸�ｵ��2襄���耳而鉗��J占 

合計(7名) 筈ﾅ����ｵ�ｨ耳���ｲ���(�����ｸ��b�loo 

9　　民営破業紹介事業との兼業の有無

10
特定労働者据遣事業 -の実施の有無

有　　⑳

有　　㊨

～



(日本工業規格A列4)

式第3号(第3面)

載要領

1 -般労働者派遣事業の許可の申請をしようとする場合の記載方法

(1)表題中r特定労働者派遣事業jーの文字及び10欄の一一般労働者派遣事業Jの文字を抹消

すること｡

(2) 2桶には､事業開始を予定する日及びその日の属する事業年度の次の事業年度の絡丁の

日を記載すること｡

2　-般労働者婦道事業の許可の有効期間の東新の申請をしようとする堤合の記載方放

くl)表題中｢特定労働者派遣事業jの文字及び10掬のr一般労働者派遣事業jの文字を抹消

すること｡

(2) 2楠には､許可の有効期間の更新を予定する日及びその日の属する事業年度の次の事業

年度の終了の日を記載すること｡

3　特定労働者派遣事業の届出をしようとする場合の記載方法

川表居中卜般労働者派遣事業jの文字及び10瑞の･r特定労働者派遣事業jの文字を抹消

すること｡

(2) 2柵には､事業開始を予定する日及びその日の属する事業年度の次の事業年度の終丁の

日を記載すること｡

(3) 4の◎欄及び⑤横並びに7額の記載を賓しない｡

4　3の①桶については､計画対象期間において労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣

労働者の就業条件の整備等に関する法律第5条第1項の許可を受け､又は第16条第1項の届

出書を提出して行っており､又は行おうとする労助者練達事業に係る派遣労働者として雇用

していることが予定される1日当たり平均数を記載すること｡この場合において､ rl日当

たりの平均数Jとは1日当たりの派遣労働者の労働時間数申合計を当該事業所における通常

の労働者(例えば､派遣労働者の雇用管理や派遣先との連絡評整等の業務を行う者がこれに

該当する｡)の1人1日当たりの労働時間数で除した数をいうこと｡

5　3の①のr常用雇用労働者以外の労働者j欄の(･ )内には､登録制度を採用している場

合に限り､計画対象期間において労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業

条件の整備等に関する法律第5粂第1項の許可を受けて行っており､又絃行おうとする一般

労働者派遣事業に係る登録者であることが予定される者の1日当たりの平均数を合計桶に記

載すること｡この場合において､ r登録制度jとは労働者派遣をするに際し､登録されてい

る者の中から労働者を期間を定めて雇用し労働者派遣をする制度を, r登録者jとは当該制

度を採用している場合における当該登録されている着く雇用されている者を含み､過去1年

を超える期間にわたり雇用されたことのない者を除く｡)のことをいうものであること｡

6　3の②横は､加入している雇用保険及び社会保険の文字を0で囲むこと｡

7　4の②欄は､該当する文字を0で囲むこと｡

8　4の③欄に臥労働者派遣事業関係業務に従事する宥め指揮命令の系統及び派遣元素佳肴'

(派遣元責任者の械務代行者を含む｡)の位置を記載すること｡

9　4の⑤横に臥登録制度を採用している場合に限り､登録者に係る業務に従事する職員の

数を記載すること｡

10　5の(3)の①欄は､ r新規採用者-の訓練ムr派遣前訓練ムr維持･向上訓練j等具体的

に記載し､労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する

法律第40条の2第1項第1号に規定される業務に係る知乱技術等の開発､向上等を図るこ

とを目的とする教育訓練の場合臥備考楓に○印を記載すること｡

ll 5の(3)の②欄は､ r新規に採用した者｣､ r新規に登録した者ムrワープロの換作業務を

0年以上経致した､ △△検定2級以上の者j等具体的に記載し､対象者が登録者である場合

はその旨を記載すること｡



(日本工業規格A列4)

12　5の(3)の⑳額のr甜Ⅰコとは業務の遂行の過程内において行う教育訓練を､ rw-Jrjと

はそれ駄外の教育訓練のことをいうものであり､該当する額に0印を記載すること｡複数の

方法により教育訓練を行うときは､該当する桶すべてに○印を記載すること｡また､参加し

た者に対しての貸金の支給に尉して､該当する文字を0で囲むこと｡

13　5の(3)の⑤横臥該当する漸こ0印を記載すること｡複数の実施主体により教育訓練を

行うときは､該当する額すべてに0印を記載すること｡

14　7額には､個人の場合には納税期来日における事業に係る資産等の状況について記載する

こと｡

15　8欄に臥株式会社のみ､持株数の多い痕序に従い5名記載すること｡

･6壷慧詔書韻書薫計画書を複数の事業所について提出する-臥-の事業所の表鰐

鮮露蓬葦糞計画書に記載すれば､他の諾詔書寵妾薫計画書の7欄､ 8柵及び欄の
記載は要しないこと｡

17　所定の欄に由載し得ないときは､別続に記載して添付すること｡

て三L

i



個人情報適正管理規定

1.

2.

3.

4.

個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は､人材派遣部派遣課及び総務課総務

係とすることとする｡個人情報取扱責任者は総務課長二二二一とすることとす

る｡

派遣元責任者は､個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し､個人

情報の取扱に関する教育･指導を年1回実施することとする｡また､派遣元責任者

はすくなくとも5年に1回は派遣元責任者講習を受講し､個人情報の保護に関する

事項等の知識･情報を得るよう努めることとする｡

1の個人情報取扱責任者は､派遣労働者等から本人の個人情掛こついて開示の請

求があった場合は､その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に

基づ<情報の開示を遅滞な<行うこととする｡更にこれに基づ<訂正梢Jj除を含む｡

以下同じ｡ )の請求があった場合は､当該請求の内容が客観的事実に合致するときは､

遅滞なく訂正を行うこととする｡

また､個人情報の開示又は訂正に係る取扱川こついて､派遣元責任者は派遣労働

者等への周知に努めることとする｡

派遣労働者等の個人情熱こ関して,当該情掛こ係る本人からの苦情の申出があっ

た場合については､苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする｡

なお､個人情掛こ係る苦情処理担当者は派遣元責任寄書蔓とすることとする｡

平成18年4月1日制定

株式会社

代表取締役



ヽ

t　　　　　　　､ IiJ

●　　　r●

l

株式会社･定款
i

･ ･壬.

~ll

l一､ .､ヽ､   -

!　　　　l y･ハ1--■,→　一Il

' hL　.

1

f~　-.Ill:

)

この定款は当会社の定款原本と

相違ありません
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款

第1章　総　　則

(商　　号)

第1粂　当会社は,二≡=二二株式会社と称する｡

(目　　的)

第　2　粂

べ
I

当会社は,次の事業壷営むととを目的とす畠｡

1.土木一式工事業

2.建築一式工事業

3.管工事業

4.電気工事業及び電気通信工事業

5.造園工事業

6.機械器具設置工事業

7.･さく井工事業

8.消防施設工事業

9.清掃施設工事業

1 0.砂利及び砂の販売

1 1.不動産の売買､仲介､賃貸及び管理

1 2.産業廃棄物処理業

1 3.労働者派遣事業･
●　　1 4.前各号に附帯する一切の業務

(本店の所在地)

第3粂　当会社臥本店を　三二二二≡　に畠<｡

(公告の方法)

第4条　　当会社の公告は,　官　報　に掲載してする｡

第2章　株　　式

(発行する株式の総数)

第　5　条　　当会社の発行する株式の総数は､ 3 0万株とする｡

(株券の種類)

第　6粂　　当会社の発行する株券は, 1株券､ io株券､ 100株券､ 500

株券及び1 0 0 0株券の5種類とする｡



(株式の譲渡制限)

第7条　当会社の株式を譲渡するには､取締役会の承認を受けなければなら

ない｡

(名義書換)

第　8　粂 当会社の株式につき名義書換を請求するには,当会社で定める請求

書に記名押印し､これに株券を添えて提出しなければならない｡

譲渡以外の事由による株式の取得である場合には､当会社の請求に

より､その事由を証する書面及び株券を提出しなければならない｡

(質権の登録及び信託財産の表示上　　　　メ

第　9　粂 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには､

当会社所定の書式による請求書に当事者が記名押印し､これに株券を

添えて提出しなければならない｡その登録又は表示のまっ-消について

も同様とする｡

(株券の再発行)

第10条 株券の分割､併合､汚損等の事由により株券の再発行を請求するに

は､当会社所定の書式による請求書に記名押印し､これに株券を添え

て提出しなければならない｡

株券の喪失によりその再発行を請求するには,当会社所定の書式に

よる申請書に記名押印し､申請しなければならない｡

(手数料)

第11粂 前3条に定める請求をする場合には,当会社所定の手数料を支払わ

なければならない｡

(基準日)

第12粂 当会社は､営業年度末日の最終の株主名簿に記載された議決権を有

する株主をもって､その営業年度に関する定時株主総会において権利

を行使すべき株主とみなす｡

前項の姪か,株主又は質権者として権利を行使すべき者を鹿牢する

ため必要があるときは,あらかじめ公告してそのための基準日を定め

ることができる｡

(株主の住所等の届出)

第13粂 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人もしくは代

表者は､当会社所定の書式により､その氏名､住所及び印鑑を当会社

に届け出なければならない｡届出事項に変更を生じたときも,その事

項につき同様とする｡



第3章　株主総会

(招　　集)

第14条　当会社の定時株主総会臥営業年度末日の翌日から3ケ月以内に招

集し,臨時株主総会は､必要に応じて招集する｡

(議　　長)

第15粂 株主総会の議長臥社長がこれに当たる｡社長に事故があるときは､

あらかじめ取締役会の定める順序･により､他の取締役がこれに代わる｡

t　　　　　: ･　　　　　lJi

(決議の方法)

第1 6粂　株主総会の決議は､法令又は定款に別段の定めがある場合のほか､

総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,その議決権の過半数

をもって決する｡

第4章　取締役,監査役､代表取締役及び取締役会

(取締役及び監査役の員数)

第1 7粂　当会社の取締役は7名以内とし,監査役は2名以内とする｡

(取締役及び監査役の選任の方法)

第18粂 当会社の取締役及び監査役は､株主総会において総株主の議決権の

3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し､その議決権の過半

数の決議によって選任する｡
●取締役の選任については､累積投票によらないものとする｡

(取締役及び監査役の任期)

第19粂 取締役の任期は,就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総

会の終結の時までとし､監査役の任期は､就任後4年内の最終の決算

期に関する定時株主総会の終結の時までとする｡

任期満了前に退任した取締役の補欠として､又は増員により選任さ

れた取締役の任期は､前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と

同一とする.

任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期

紘,前任者の任期の残存期間と同一とする｡　　　　　　　　.

(取締役会の招集)

第2 0条　　取締役会は,社長がこれを招集するし､その議長となる｡社長に事

故があるときは,あらかじめ取締役会の定める順序により､他の取締

役がこれに代わる｡



取締役会の招集通知は､会日の3日前に各取締役に対して発するも

のとする｡ただし,緊急の必要があるときは,この期間を短縮するこ

とができる｡

(役付取締役)

第21粂　取締役会の決議をもって,取締役の中から,社長1名を選任し,必

要に応じて､副社長,専務取締役,常務取締役各若干名を選任するこ

とができる｡

(代表取締役)

第22粂　社長は,当会社を代表し,会社の業務を統轄する.0

取締役会の決議をもって､前条の役付取締役の中から会社を代表す

る取締役を定めることができる｡

(報酬および退職慰労金)

第23条 ･取締役及び監査役の報酬及び退職慰労金は､それぞれ株主総会の決

議をもって定める｡

第5章　計　　算

(営業年度)

第24粂 当会社の営業年度●は,毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期

とする｡

(利益配当)

第25粂 利益配当金は,毎営業年度末日現在に串ける株主名簿に記載された

株主又は質嘩者に対して支払う｡

利益配当金がその支払提供の日から碍3年を経過しても受額されな

いときは,当会社はその支払義務を免れるものとする｡



※経営管理責任者として､経営に参加していた事の証明を証する会社の謄本です｡

履歴事項全部証明書

00県00市00****番地

株式会社≡≡二:一二二=,:

会社法人等番号　oooo_oo_oooooo

商号 乘H�檍���ｨ�ｨ�ｨ�ｨﾉｩ�ﾒ�

本店 ��ｸ�ｸﾊx�ｸ�ｸ�8�ｸ�ｹ*ﾂ｢｢｢ｩMI&��

公告をする方法 亂��,佝hﾝｨ+X,H+x.薬�

会社成立の年月日 兌ﾙ�ﾉD霾�?｢�

目的 ��笋｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢�

2.********** 

3_.****************** 

4.************** 

5.*********** 

6.上記各号に付帯する一切の業務 

発行可能株式総数 弔｢｢ｨｩB�

発行済株式の総数 價ﾘﾗ8ﾜ�H�,ﾉ�ﾙ�B�

並びに種類及び数 弔｢ｨｩB�

資本金の額 仞�｢｢ｩiﾈ冷�

株式の譲渡制限に �9h檍��,ﾈｩH�/��y6�+x.�,�,ﾚHｩH益�ﾘ檍,ﾈ�9Dh/��

関する規定 假8*�,�*�.ｨ,�,�.x,�*&��

役員に関する事項 偃i/yo��ｨ�ｨ�ｨ�｢�

○○県○○市○○町*****番地 

代表取締役〇〇〇〇 

登記事項に関する ��ﾙzr�

事項 兌ﾙ�ﾉD霾�?ｩ6�ﾂ�

これは登記簿に記載されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明

した書面である｡

平成　　年　　月　　日

○○地方法務局00支局

登記官　　　　　　　　　0　0　0　0　　印

※この謄本により､経営管理責任者の5年～7年の期間の証明が不足している

場合は､さらに､閉鎖役員の謄本を添付する必要があります｡
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壁 LIL4>+4 �� ����ﾈ�ﾈ耳�ﾈ���ﾈ�ﾈ耳���ﾓﾒx�H���ﾂ��ﾈ���ﾈ�Ｓ���������Br穩�Rrrrrr簫ﾂrrr�ｲ�梯�苒穩�r��■●▲●■■●● 一●一■■●●■■ ●■●●■■■●● ●■▲一●■●●● IJJLー■●●▲IJ 

●●■■●●●●■● ●■■●●一●●● ●■■ �.●∴'∴■∴●′∴'.'∴`.■.●●.日日..I 莞最.P写しは､鹿足琴 ◆‥:‥:‥‥:‥‥'‥‥:‥‥.王 � 冓i::.iiii!,.:.iii.ii.::.i::.::;:.:.ま::i‡三欝■■::;:i.:i:'註 唾棄醇餌する0.一∴.∴.... 勍H.-●.`∴●.●∴'∴■∴'∴`. ■一日●●■■● 劔●●●■●●■■ ●■●●●●●■ JI+JJIIII ▲●●●｡●●● ●●■●■■■● 一■■■■■●●● JO*IJtI41 ●●■■■■●■ LlILI+744 ●●●●●●●●■ 箔B超､粕粕���ﾈ���������ﾈ��耳�����ｴ汎簸､ﾃB��������ﾈ���ﾈ�ﾈ�ﾂ��ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ������ﾈ���ﾈ�ﾂ�凵怐怦黶｡_'｡ I■ー●●●t ●●●●●●●■ ●■●一●●◆■●◆ ■■●一●●●●●● ■●'●●●●●●● 

●●●●●■■●●● ��ﾈ�ﾈ���ﾈ��� 泥､迫Fﾆﾂｲ��ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ���ﾈ�ﾈ�ﾂ���ﾈ�8�����ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾂ�●●●●■●●■ ●■●■一■■ 一一｡■t J+ ･■◆●●●●■ ●●●●▲●●● �����耳�ﾈ�ﾈ�ﾈ���ﾈ�ﾂ�超�｣貳d｢ｲ�Dﾂｴ粕｢�耳�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ����ｸ�ﾈ�����ﾈ�ﾈ�ﾈ��耳�ﾂ��ﾈ�ﾈ�ﾈ�����ﾈ耳�ﾈ�ﾈ�ﾂ�､ﾄ白ｴ班D調� � 凵｡●●●●●●●● ●｡一' ●●■●●■ ●■■■■●●●●● lI4lJ.+IJI ��ｲx�Y)ｨ�R�

●●●■ ��ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ爾�■●■●●■●●● 草葉県繭 ●●●●一●● ■●●■●●● ��ﾈ�ﾈ�ﾈ���ﾈ�����ﾈ�ﾈ�ﾂ��ﾈ���ﾈ���ﾈ����ﾈ�ﾈ耳�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾂ��ﾈ耳�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ���ﾂ����ﾈ���ﾈ�ﾈ�ﾈ�X���劔 劔一●■●●●ー●●■ +JJII4J+JJ -∴●.●∴'∴'∴●∴-∴●∴■∴`■‥. y∴●/(../∴●∴●/,./∴●/..////./../../ ��ﾂ��ﾈ�ﾈ爾�
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法人の役員の略歴書

現住所 刪鼈黶｡l.一一-___.J■-.｣ 
■-ii:ー:_ 

~ー~■ー 

氏名 �-■■一一■一一一一一一一一一一一l-■■■一一一一一一一一一一一一一一l■一一■l■一一■ー』■lー■ 生年月日昭和鴨鴨年ヽ■月-日生 

職名 剔纒¥取締役(常勤) 

学 磨 弍ｨｭB�偖ﾘ馼+X+ﾘﾝｩk�>�vR�
昭和40年3月31日 儺l.卒業 

職 磨 俾鼎�D紿ﾈ��?｢���ｩD霾�?｢�齠c)D紿ﾈ��?｢��#ID�8ﾈ�3�?｢�齠ID紿ﾈ��?｢�陬yD��ﾈ�3�?｢�齠yD�(ﾈ��?｢�陬��D�8ﾈ�3�?｢���

入社 

工事長 

~h工事長 

--土木部長となる 

自10年4月1日 至17年3月31日 刮c業所副所長となる 

自17年4月1日 __至年月日 剴�ﾐ 

自17年4月20日 至18年3月31日 凵｡■■一一代表取締役副社長に就任 

自18年4月1日 至年月日 剔纒¥取締役社長に就任現在に至る. 

自年月日 至年月日 � 

自年月日 至年月日 � 

自年月日 至年月日 � 

自年月日 至年月日 � 

自年月日 至年月日 � 

賞 罰 僖霾�?｢���ﾉK�,ﾉ>�vR�

なし 

上記のとおり相違ありません○ 

平成電鴫年●月韓日氏名 一ヽ■ 

＼上二ノ1 

激職毎食毎か同名観電鮮併啓



ぎr`;. 

∫ 討r鉉�ﾂrﾘﾘﾙ�T�[ﾙ�ﾂ･)k�ﾇﾉE�ﾂ�傀｢�ｬr�06 傅"�5130 刄� 柳�Mｲ�ヨ 兔｢�Uﾂ�繒� ��b�ﾃs��青色申告 壷��MHﾘb�劔 ��劔剩Sﾒ����s2���8���"�

事業種目 劔土木建設業 整理番号 �� ����ﾂ���ﾂ�亳�� ��ﾂ�義 ��ﾂ�

柄税地 底5�x耳耳耳爾闔ｨ而���而鶇�ﾂﾘ耳耳耳爾����ﾘ���+傚�竧麌���������ﾒﾘｶ��
衰轟年度 (至) ��

m日 期末項在の東本の 重態叉は総菜金額 劔円 Jf.鱒,IIQ 

売上金銀 �)ｲﾒｹ&��
r1--,I-｢ …____-~一二∴JLfGぎ-I,I--一一一一---------一一一-------一一一一一一一-一一--- 株式会社 劔劔剪��� �������� � 凵｠ 

フリガナ 法人名 剴ｯ非区分 劔㊥ 剏|画桓 

申告年月日 �����D霾ﾈﾈ�8ﾔVｩ?｢�
経理責任者 自署押印 劔㊨ 

フリガナ 代表者 自署押RJ 冷�yﾛ末崩奉ﾒﾒﾘ自?�末ﾈ耳耳耳爾ﾒﾒﾘ耳自t�ﾒﾒﾒﾒﾖ�ﾒﾒﾒﾒ�劔劔劔�ﾈﾙ�ｾiZ｢�劔*�轌.��劍ﾈ韈y.��剋w導等 刹謨ｪ 

ロ□ 劔□ 劍�����辻�6��|2�召�ﾘ��ｮr�旧納税地及び 旧法人名等 劔 

通信日付印 劍ｦﾙDh�2�僮 �'��z｢�僖霾�?｢�

貯著者 鍔B�ｧ(�啌鶻闔ｨ璽������｢ﾒ��添付書額 劔蔓馳療致欝 
年月日 剪�

it年 剪ｲ�D霾�?｢�

提所 ��劔劔劔劔傴i�����鬚�

.平成B]回年回回月匝Ⅲ日
事業年度分の確定申告書

平成B]E]年回回月四日ほ雷雲晋孟芸霊　芝芸呂)

糾衷等 冽b�● ■■一一 俘��0.. 

送付要否 

税理士法第30粂 ��ﾓ｢��税理士法第33粂 �ｨ爾��ﾈ����爾�
の書面提出者 凾ﾌ2の書面提出有 

-所得金額又は欠損金額 ･.日別表四r3吉の①｣) 剴��荘重;--.a.霊翻蒜蒜.+#百万手盛..,蓑 

人税額 毛362又は(37) 剴"�

■ 冏'鉉�ﾉ�Xｧｨ,ﾉ<�¥ｨﾕH�ｯB��ytｲ��2�毒哲子享言責 

喜引法人税額 tZ)13) �4 

リ~-ス特別控除取戻税額 fh+船十声r如け締斥けAI �5 

f穐+撚六f二十一tIlf.I.繋甚六l二十三舟Of! 

土手 地 表金 凅Y�Y7�&��y6驢�ｮ霎�ｧ｢�(x砡蔬ﾃ8ｴ�ｸ笈,�,ﾈ5&eｦ鳴�6�6ﾈﾅﾈ蔕ﾈ8��ｷ･�｢ｹ�)Uﾈ蕀�$ｨ�ｹD���6 

同上に対する税無 鉛頚†89)+(40)+総や 途�

留 保 金■ �ｹ�Yz�ｸｾ�ｧ｢��IUﾈ蕀fﾒ�##v｢��8 

同上に対する税額 (別表三卜)ー3Sj) 湯�

法人税額計 鵬+拘り71十桝 収集経理に基づく遇未申告 の更正に伴う控除法人税額 刳ｹ ll lZ l3 ■王4 15 

控除税額 軌かElluと鵬のうち少ない金額) 差引所得に対する法人税額 糾卜(‖卜モ1.2) 

□●●世__画桓抽警窓誓警諾㌍_27⊂二口. 
中間申告分の法人税額 罵調香儲琵篭買き. 劍ﾏｲ罟�ｬIy�;i*8攤�84x�ｲ�

蓋蔓転業童 糾-(:拍I 墨曇.所得金-チ (30)+(31) �30 乘��2粐x�9�Y盈hｧy;hｹﾘ･xｹﾘ･yV��2r��8�9��31 

32 

蔓謂所得金額… �33 38 39 42 のせ き葡土地譲渡税額 の同捌表三に糊)上 渡(別蓑三にのコrZaJ) 劔�9�8･�<Xﾄ�yXﾆHﾇﾂ颶��

所得税の額等 控恕I?州2紬t脈六HfS 劍���ﾈ�ﾈ枴Yy�ﾈ､ｩGｩ9h,ﾈｾ�隗｣Cx�ﾈuh��8ﾒ�

除外国税顔 �43 44 45 46 ���粐粳l���ﾇﾈ唏薰x���
税捌表六に川gJ) 鶴(㌔(432 の控除した金親 許(l2) 

算控除しきれなかった金額 (44)-(45) 芸hRqAtBo冨翫∃□□ 守 劍ﾈ霹I:ﾃs��Hﾈ���ｨ��ﾜ闇X�(�Iﾛ�2謫｢羇粐粐籠��

法030卜010壬 � 滅､丿謁ﾖ｣ﾒ'鈔ﾒﾕ��ﾔ帝?�?�鉗�?��?��{b��

)
遜
れ
U
l
ハ
格
の
な
ー

社
団
等
の
分



月侍の.額の計算に関する明細書事業..A 劔劔剩��

ゝZ処J 

区分 劔吠z�ｲ�劔社_外流出義 

2 剪�

手～針 当期利益又は当期欠損の欝.iI 損金の額-. 劔♂ 兌���+2ｲﾈ�ﾈｩｲﾘｩｲ����ｲ駛h�ﾈ�ﾂ�剩z当 刧B 嶋串嶋嶋円乎 

l毒 剌¥ 六 

その他 凵� 

I ����,伜ｩ?ﾈ+X+ﾙd��ﾉ�R厩ﾙ���X/��*ﾒ粐���B�� � 剪�俶ﾂ��ﾂ�

触領に算Åした却県餓例謂雛除く.渡御村餌 損金の額に算入した道府県民筏利子封 償金の額に算入した納税充当金 銀金の転に算入した附帯糾利子税を稔く.) 加募金.廷希金(珪如分を除<.)及び過怠撰 減 
3 亢ｩ8����� 凵｡一■■■■■一■一一 ヽ 

4 剽D��� 儉Bl 
5 �� 劔後 終 

6 �� 劔ヽ ･その他7 

佑償却の償却超過額7 交際費等の損金不算入額8 剪�‡ 劔 倬b�ｼb�

●■,■● 
?,鋼■差 分 

巨 劔i 劔その他 

レ1 剪�i 劔 亦�

レ雪 � ��剪�i 

算 ������ 劔 亦�

吹_琴より 小計 � � ��剪�i 
柑r ll. �...巧.盛,fT ��剪�i 

･虫手許峨嶋 滴���剪�i繰,鋼惨 E- 

減 算 侏��霍�+H曁ｧｨ,ﾉ9hｯｩDivXｧ｢�Eｹ�X�9hｾ�*�.x辷�+X+ﾘ馼ｼi�Y9�,ﾈｾ�ｧ｢�芥ｴ�9i9�,ﾈ揺ｾ�W8蟀?ﾉ�9J蔚ﾉJｩ8維8,ﾚ##I?｢�d��ﾉ�Y9�,ﾉ(hｭIEｹWHｧｨｷ�-�曁ﾎｸｧﾈ+�ﾅx.亊)WHｾ�ｧ｢��;��Xｧｩ9亶�-�ﾈy�仞�,ﾈ硎m�+X,�.h.亊)WHｾ�ｧｩ9���6��咾"��2�咾B��R�劔� 
i 劔※ ���ﾒ�

1 劔 唸�������

16 � ��� ��b� 

い7 日8 日9 � 肪��剪�■■ 

Z 剪�

i 劍�rﾒ�

. 劍�rﾒ�

Z. 剪�

次葉より 小計 �20 � ����凵｡■ 

21 �0 ���丶��b��0 

仮計 (12十帥一触 寄附金の損金不算入額脚表十郎-)r23ほはr39J) 沖鈍の露定法人の所得の特別控除額 f-r9はri_2日 韓人税観から控除される所得税額 (別表苑卜)亡6の◎j) 税額控除の対象となる外国法人税の額等 捌表六(=申=)ー103-別表十七にの=)r36の糾 合計 (抄から鞠までの計) 薪鉱床探乾頁又は海外新転任探鑑費の特別控除額 捌表十にIr42J) 総計 抑+軸 契約者配当の益金算入額(別表九(-川31) 漁秦臨同組合等の留保所得の特別控除額 (別表十に=44j､rSlJ.ー57j､r61ほはr62j) 漁業払同組合等の社外続出一による益金算入額 相可表十f四書r35J) 特定日拍会社又は投資法人の支払配当の損金算入額 (別表十(朝一12J又はr3732 着畿要錆錆莞薫分的分配よる純薫産等硝渡 差引計 (鋤から軸までの計) 欠損金又は災害担集金の当期控除顔側蓑七r2の凱) 私財綻夜等があった場合等の欠点金の当期控除額 管_得金志封芸七;…0'≡損金嶺t 剴#(�ｹ8��y8��#98�8��B�#H�"�#Xｶ�ｴｨ���#b�#xｩｸｭ謁8���#��"�#�8��z(ﾖｩ8��3��3��"�333&��%ｲ�3F��3Y�ﾂ篷8コ�3h�&b�33フi8�8為ﾇE｢�剴�|鴫儀● *-'- 8,-,- i Z 壬 i ',嶋●t i i 4--暑 僞外※i-A.嶋_ 巨の勘轟叩嶋 ※JA その可徽鋼■ その他 外※ I-,- ※.A 外※ 徽岬嶋 ※ ･F ※S ※ド ※i 外※i象岬_ ※F ※i△ 外※t7,097,411 

I
 
I
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●●■ 

轟●:●人名 -_I___『}●∴株式会社: :I 

∴伶轟音氏名 J｣_●_J ��9Uﾈ竧ﾝy�ﾂﾒﾒ�

ー　　　　●ヽ
●　ヽ

-■■

.‡･●
-　ヽ　●●●

■ ●  ■ ●

'･;:'､■･

･ t tl

I...41

..L'.･まい



モミヨ望退廷町竺竺コ暮

【表題部.】(主たる建物の表示) 劔調製平成11年2月25日所在図番号甑 

【所在】 剌ｼ戸市.l~t-貞豊番頭簾､義番地瞥､}欝_春型蒙 刳_:亘] 

松戸.1鐘一一l_1.-番地雷､¶■番地義､鱒番地義､■■ 剳ｽ成16年12月15日変更 

番地義 剳ｽ成16年12月28日登記 

【家屋番号】 剽渠ﾔ雷 兌盃:亘] 

【①種類】 ����ﾕﾉ�(�｢����(��lｩ���ｦﾓ"�【原因及びその日付】 ���6�ﾈ,ﾉ?ｩWH�｢�

事務所 �58ﾙﾉ�)zH夊ﾚ｣8､ｸﾉ｢��7兔ydﾃｹ�ﾖ2�ｨ饅t｢ﾓｹ�r�ｨ頽ﾙ9���usｹ�r�昭和5.8年8月25日新築 ①③平成6年8月1日一都取殺 平成6年12月9日変更､増築 ���5)/��

[亘コ訂 丼��ﾉ�ﾒ�白�}�5)/停��圧:亘:] ｢ヽ 傴ｩ��c9D闖ﾉk��}��c3xﾘiXﾒ��Y�c(ﾄｹ�c(ﾘ�,ﾈｴｹ.�,�.h.�｢�ﾋ靂��[ﾙ�ﾈ��D�(ﾈ�#Y?｢�

[亘∃口. 丙ﾛ��ﾒ���､ｸ�(��ｸ�(���(､ｸ���3ｸ���8､ｸ��8���ｹ8��③平成16年12月15日増築 兌ﾙ�ﾃ�iD��(ﾈ�#�?｢�

L【権利部(甲区.)】(所有権に関する事項) 

【順位番号】 ���6�ﾈ,ﾉmｩ4��｢�【受付年月日.受付番号】 坪�侏H宿�｢�【権利者その他の事項】 

1 傀ｩtﾈﾊ�]ｹ�b��"�昭和58年9月19日 丙衒5)/��所有者山~一‥｣~-~~~~L 

第31599号 凵R■_『}__■一■ー_一一}lー株式会社 順位1番の登記を移記 

*　下線のあるものは抹消事項であることを示す｡ 整理番号　D.三二　( 1/1 ) 1/3

藤



を控葛吋僅罷祭
._.且

住　民　票

+

この写しは､住民票の原本と相違ないことを証明する｡

平成嶋年　岬月鷺日
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1日州l川川1

日日日Hmlll



派遣元責任者の略歴書

現住所 � 千葉県 '■■1一･･.~ー- 

氏名. �--一一一一一■一一ll■一l-i 生年月日昭和■-年一■月-日生 
-■■■一一一一一一一一一一一一一l■- 

頼名 剩h遣部長 

学 磨 弍ｨｭB�偖ﾘ馼+X+ﾙ�Yk�>�vR�
昭和41年3月31日 �-I-R.経済学科卒業 

磁 -磨 俾鼎�D紿ﾈ��?｢��ｩD霾�?｢���ｵ�而��ぴ���ﾒ�?ﾈ���

自57年10月1日 至8年2月10日 冤dー__一一『}~ー勤務 

自8年2月11日 至弓年2月3i日 �-代表取締役 

白雪年今月r日 至14年7月きi日 凵�纒¥取締役 

自15年4月1日 至7曾年3月3f日 剌咜� 

自18年4月1日 刪鼈鼈齊RA~h--株式会社入社 

至年月日 凵[~~Ll現在に至る. 

自年月日 至年月日 � 

自年月日 至年月日 � 

自年月日 .至年月日 � 

自年月日 至年月日 � 

賞 罰 僖霾�?｢���ﾉK�,ﾉ>�vR�

なし 

上記のとおり相違ありません○ 

平成嶋年一月h日氏名.一冊野 



会長


